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広島市ＩＣＴ活用工事（土工）実施要領 

第１ ＩＣＴ活用工事 

１ 目的 

本実施要領は、建設現場における生産性向上を目的として、広島市発注の土工に関連

する土木工事において、ＩＣＴを活用する際に必要な事項を定めるものである。

２ ＩＣＴ活用工事（土工） 

２-１ 概要

ＩＣＴ活用工事（土工）とは、土工の施工プロセスにおいて、以下の（１）～（５）

のＩＣＴ施工技術を全て活用する工事である。 

また、次の（２）、（４）及び（５）の段階で活用を必須とし、（１）及び（３）の

段階で受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用を選択し、部分的な活用とする工事を

簡易型ＩＣＴ活用工事とする。 

 （１）３次元起工測量

 （２）３次元設計データ作成

 （３）ＩＣＴ建設機械による施工

 （４）３次元出来形管理等の施工管理

 （５）３次元データの納品

２-２ ＩＣＴ施工技術の具体的内容

ＩＣＴ施工技術の具体的内容については、次の（１）～（５）及び表－１によるも

のとする。 

 （１）３次元起工測量

起工測量において、次の方法（複数可）により３次元測量データを取得するために測

量を行うものとする。 

起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事での３次

元納品データが活用できる場合等においては、管理断面及び変化点の計測による測量

が選択できるものとし、この場合においてもＩＣＴ活用工事とする。ただし、受注者

の希望により面計測を実施しない場合、ＩＣＴ活用工事とせず、簡易型ＩＣＴ活用工

事とする。 

なお、測量は、伐採後の現況地形において行うものとする。 

   １）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量

   ２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

   ３）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量

   ４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

   ５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量

   ６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

   ７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

   ８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量
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 （２）３次元設計データ作成

２－２（１）で計測した測量データと発注者が貸与する発注図データを用いて、３

次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。 

 （３）ＩＣＴ建設機械による施工

２－２（２）で作成した３次元設計データを用いて、次の建設機械により施工を実

施する。

  ３次元マシンコントロールまたは３次元マシンガイダンス建設機械

 （４）３次元出来形管理等の施工管理

２－２（３）による工事の施工管理において、以下に示す方法により、出来形管理及

び品質管理を実施する。 

＜出来形管理＞ 

次のいずれかの技術から選択（複数可）して、出来形管理を行うものとする。出来

形管理に当たっては、標準的に面管理を実施するものとするが、施工現場の条件によ

り面的な計測のほか、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもＩＣ

Ｔ活用工事とする。 

   １）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理

   ２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

   ３）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理

   ４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

   ５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理

   ６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

   ７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

   ８）施工履歴データを用いた出来形管理

   ９）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理

＜品質管理＞ 

次の技術を用いた品質管理を行うものとする。 

ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理技術 

ただし、土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、施工

規定による管理そのものがなじまない場合は、適用しなくてもよい。 

 （５）３次元データの納品

２－２（４）により確認された３次元施工管理データを工事完成図書として電子納品

を行う。 
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表－１ ＩＣＴ活用工事と適用工種 

段階 技術名 対象作業 建設機械 
適用 監督・検査 

施工管理 
備考 

新設 修繕 

3 次元起工測量 

/ 

3 次元出来形 

管理等 

施工管理 

空中写真測量（無人航空機）を用いた 

起工測量／出来形管理技術（土工） 

測量 

出来形計測 

出来形管理 

－ ○ ○ 
①、②、 

⑫、⑬、⑭ 

地上型レーザースキャナーを用いた 

起工測量／出来形管理技術（土工） 

測量 

出来形計測 

出来形管理 

－ ○ ○ ①、③、⑮ 

トータルステーション等光波方式を用いた 

起工測量／出来形管理技術（土工） 

測量 

出来形計測 

出来形管理 

－ ○ ○ ①、⑥ 

トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた 

起工測量／出来形管理技術（土工） 

測量 

出来形計測 

出来形管理 

－ ○ ○ ①、⑦ 

RTK-GNSSを用いた起工測量／ 

出来形管理技術（土工） 

測量 

出来形計測 

出来形管理 

－ ○ ○ ①、⑧ 

無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた 

起工測量／出来形管理技術（土工） 

測量 

出来形計測 

出来形管理 

－ ○ ○ ①、④、⑫、⑬ 

地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた 

起工測量／出来形管理技術（土工） 

測量 

出来形計測 

出来形管理 

－ ○ ○ ①、⑤ 

施工履歴データを用いた出来形管理技術 
出来形計測 

出来形管理 

ＩＣＴ 

建設機械
○ ○ ①、⑨ 

ICT 建設機械 

による施工 

３次元マシンコントロール技術 

３次元マシンガイダンス技術 

まきだし 

敷均し 

掘削 

整形 

ＩＣＴ 

建設機械 
○ ○ －

3 次元出来形 

管理等の 

施工管理 

TS・GNSS を用いた盛土の締固め管理技術 
締固め回数 

管理 

ＩＣＴ 

建設機械 
○ ○ ⑩、⑪ 

【要領一覧】 

①３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 

②空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 

③地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 

④無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 

⑤地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 

⑥トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 

⑦トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 

⑧RTK-GNSS を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 

⑨施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 

⑩TS・GNSS を用いた盛土の締固め管理要領（案） 

⑪TS・GNSS を用いた盛土の締固め管理監督・検査要領（案） 

⑫無人飛行機の飛行に関する許可・承認の審査要領 

⑬公共測量における UAV の使用に関する安全基準－国土地理院 

⑭UAV を用いた公共測量マニュアル（案）－国土地理院 

⑮地上レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル（案）－国土地理院

【凡例】  ○：適用可能、－：適用外 



1-4 

３ 対象工種 

ＩＣＴ活用工事の対象工事（発注工種）は、「土木一式工事」を原則とし、土工量1,000

 以上の工事（施工箇所が点在する工事においては、１施工箇所の土工量）で、対象工種

は、掘削工、路体盛土工、路床盛土工、法面整形工とする。ただし、従来施工におい

て、土工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は

適用対象外とする。 

第２ ＩＣＴ活用工事の実施方法 

１ 発注方式 

 ＩＣＴ活用工事の発注型式は、次の（１）、（２）とする。 

ただし、災害復旧工事は基本的にＩＣＴ活用工事として発注しないこととする。 

（１）発注者指定型

   土工量 3,000  以上かつ設計金額２億円以上の工事で、発注者が設定した工事に適用

する。 

   発注者が設定した対象工事において、３次元設計データ作成、３次元出来形管理等の

施工管理、３次元データの納品の段階でＩＣＴ施工技術の活用を必須とする。 

   受注者は、施工プロセス（３次元設計データ作成、３次元出来形管理等の施工管理、

３次元データの納品）のほかに、３次元起工測量又はＩＣＴ建設機械による施工、ある

いはその両方の施工プロセスでＩＣＴ活用施工を希望する場合、契約後、施工計画書の

提出までに、受発注間の協議が整った場合に当該プロセスについても実施することがで

きる。受注者は、発注者に「ＩＣＴ活用工事計画書」を提出する。 

（２）受注者希望型

次のア、イいずれかを満たす工事で、発注者が設定した工事に適用する。

ア 土工量 1,000  以上かつ設計金額 2億円未満 

イ 土工量 1,000  以上 3,000  未満かつ設計金額 2億円以上 

発注者が設定した対象工事において、受注者からの希望があり、「ＩＣＴ活用工事計画書」

を提出し、受発注者間の協議が整った工事区域を対象とする。なお、施工プロセスの「３次

元起工測量」及び「ＩＣＴ建設機械による施工」の段階について、受注者の希望により実施

を選択することができ、部分的にＩＣＴ施工技術を活用する工事は、「簡易型ＩＣＴ活用工

事」とする。 

1,000

3,000

土工量[ ]

【イメージ図】

2億
設計金額[円]

0

ICT対象外

発注者

指定型

受注者

希望型
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【発注者指定型、受注者希望型の比較表】

発注者指定型 受注者希望型 

対象 土工量 3,000  以上かつ設計金額

２億円以上の工事に適用する。 

次のア、イいずれかを満たす工事

で、発注者が指定した工事に適用

する。

ア 土工量 1,000  以上かつ設計

金額 2億円未満 

イ 土工量 1,000  以上 3,000  

未満かつ設計金額 2億円以上 

ＩＣＴ活用区分 簡易型ＩＣＴ活用工事を必須とす

る。

第１－２－２－１（１）、（３）

については、受発注者間の協議が

整った場合に、変更対応する。

簡易型ＩＣＴ活用工事またはＩＣ

Ｔ活用工事（土工）とする。

経費等の計上 簡易型ＩＣＴ活用工事に必要な経

費を当初設計時に計上する。第１

－２－２－１（１）、（３）の経

費は設計変更時に計上する。

当初設計時は、従来どおりの設計

とする。

設計変更時に計上する。

工事成績評定 簡易型ＩＣＴ活用工事の場合（電子納品のみは除く）は 1 点の加点と

する。 

ＩＣＴ活用工事（土工）は 2点の加点とする。 

ＩＣＴ未実施の

場合の対応 

工事成績の減点

計上費用の変更減

減点なし

２ 発注における特記仕様書等

特記仕様書に当該工事がＩＣＴ活用工事の対象工事である旨を記載する。 
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第３ ＩＣＴ活用工事実施の推進のための措置 

１ 工事成績評定における評価 

（１）評価項目

ＩＣＴ活用工事を実施し、「工事における創意工夫等実施状況報告書」及び「ＩＣＴ

活用工事実施報告書」の提出があった場合は、発注型式に関わらず、工事成績評定の監

督員の考査項目である「創意工夫」において加点評価するものとする。 

（２）工事目的物でＩＣＴを活用しない場合

ＩＣＴ活用工事において、工事目的物でＩＣＴを活用しない工事の成績評定点につい

ては、「創意工夫」での加点対象とせず、併せて次のア、イを標準として減点を行うも

のとする。ただし、（３）のア、イに該当する場合は、減点対象としない。 

ア 発注者指定型

受注者の責で工事目的物においてＩＣＴ施工技術を活用しない場合は、契約違反とし

て工事成績評定から措置の内容に応じて減点する。 

なお、受注者の希望があり実施を選択した施工プロセス（３次元起工測量、ＩＣＴ建

設機械による施工）において、IＣＴ施工技術を活用しない場合は、工事成績評定にお

ける減点は行わない。 

イ 受注者希望型

工事成績評定における減点は行わない。

（３）減点対象外

次については、減点対象としない。 

ア 施工現場の環境条件が原因で、ＩＣＴ建設機械による施工が困難となる場合の従来型

建設機械による施工。

イ 冬季の降雪・積雪によって面管理が実施できない場合等の断面及び変化点の計測によ

る出来形管理及び降雪・積雪による施工後の現況計測未実施。

第４ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

受注者が円滑にＩＣＴ活用施工を導入し、ＩＣＴ活用技術を活用できる環境整備とし

て、次のとおり実施するものとする。 

１ 施工管理、監督・検査の対応

ＩＣＴ活用施工を実施するに当たって、施工管理、監督・検査については、表－２に

示す基準等に則り、実施するものとする。 

なお、工事着手前に基準類の改訂及び新たに基準類が定められた場合は、監督員と協

議の上、極力、最新の基準類に基づき実施するものとする。 

監督員及び検査員は、受注者に従来手法との二重管理を求めないものとする。 
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２ 工事費等の積算 

（１）発注者指定型

発注者は、「土木工事標準積算基準書（共通編）土工（ＩＣＴ）」及び「ＣＩＭ推進

モデル業務実施要領 広島県」に基づいて積算を行い、当初設計においてＩＣＴの活用

（３次元設計データ作成、３次元出来形管理等の施工管理、３次元データの納品）に係

る経費を必要に応じて計上する。 

   契約後の協議において、受注者からの希望があり、３次元起工測量又はＩＣＴ建設機

械による施工、あるいはその両方を実施する場合、ＩＣＴを活用する項目に係る経費に

ついて積算を行い、設計変更の対象とする。 

３次元設計データ作成に係る費用については、当初設計において、「ＣＩＭ推進モ

デル業務実施要領 広島県」に定められている「土工の３次元設計データ作成１㎞当

たり）」の歩掛により、土木設計業務等積算基準の業務委託料の構成で算出した業務

価格とし、共通仮設費の技術管理費に計上する。

【発注者指定型】 当初積算 設計変更 

（実施内容に応じて変更） 

(1) ３次元起工測量 計上しない。 

(従来型の積算) 

土木設計業務等標準積算基準書また

は見積りによる積み上げにより計上

する。 

(2) ３次元設計データ

作成 

広島県「ＣＩＭ推進モデル

業務実施要領 土工の３次

元設計業務歩掛」により計

上する。 

実績に応じて、広島県「ＣＩＭ推進

モデル業務実施要領 土工の３次元

設計業務歩掛」に基づき変更する。 

(3) ＩＣＴ建設機械に

よる施工 

計上しない。 

(従来型の積算) 

直接工事費に計上する。（機械経費

賃料・損料加算額） 

共通仮設費の技術管理費に計上す

る。（保守点検費、システム初期

費）（土木工事標準積算基準書また

は見積り（見積りは土木工事標準積

算基準書が適用できない小さいＩＣ

Ｔ建設機械の場合）） 

(4) ３次元出来形管理

等の施工管理 

(5) ３次元データの納

品

間接工事費率を補正する。

（共通仮設費率、現場管理

費率の補正係数を乗じ

る。） 

ただし、トータルステーシ

ョン等光波方式、トータル

ステーション（ノンプリズ

ム方式）、ＲＴＫ-ＧＮＳ

Ｓの場合は補正しない。） 

実績に応じて、「土木工事標準積算

基準書（共通編）土工（ＩＣＴ）」

に基づく補正係数により算出される

金額と見積りを比較し、見積りによ

り算出される金額が下回る場合は、

見積りによる積上げに変更する。 
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（２）受注者希望型

発注者は、「土木工事標準積算基準書（共通編）土工」に基づき従来どおりの積算を行

い、発注する。

受発注者の協議によりＩＣＴ活用工事を実施し、設計変更により費用を計上すること

となった場合は、「土木工事標準積算基準書（共通編）土工（ＩＣＴ）」に基づく積算

により設計変更する。

３次元設計データ作成に係る費用については、「ＣＩＭ推進モデル業務実施要領 広島

県」に定められている「土工の３次元設計データ作成（１㎞当たり）」の歩掛により、土

木設計業務等積算基準の業務委託料の構成で算出した業務価格とし、設計変更において共

通仮設費の技術管理費に計上する。

【受注者希望型】 当初積算 設計変更 

（実施内容に応じて変更） 

(1)３次元起工測量 計上しない。 

(従来型の積算) 

土木設計業務等標準積算基準書または見

積りによる積み上げにより計上する。 

(2)３次元設計データ作成 計上しない。 

(従来型の積算) 

広島県「ＣＩＭ推進モデル業務実施要領

土工の３次元設計業務歩掛」に基づき変

更する。 

(3)ＩＣＴ建設機械による

施工 

計上しない。 

(従来型の積算) 

直接工事費に計上する。（機械経費賃

料・損料加算額） 

共通仮設費の技術管理費に計上する。

（保守点検費、システム初期費） 

（土木工事標準積算基準書または見積り

（見積りは土木工事標準積算基準書が適

用できない小さいＩＣＴ建設機械の場

合）） 

(4)３次元出来形管理等の

施工管理 

(5)３次元データの納品 

計上しない。 

(従来型の積算) 

「土木工事標準積算基準書（共通編）土

工（ＩＣＴ）」に基づく補正係数により

算出される金額と見積りを比較し、見積

りにより算出される金額が下回る場合

は、見積りによる積上げに変更する。 

（３）３次元起工測量・ＩＣＴ建設機械による施工費用（共通）

 ３次元起工測量については、受注者に３次元起工測量に係る費用について見積書の提

出を求め、その内容を確認の上、３次元起工測量を指示し、設計変更において、共通仮

設費の技術管理費に計上するものとする。ただし、「空中写真測量（無人航空機）」及

び「地上型レーザースキャナーを用いた測量」、「無人航空機搭載型レーザースキャナ

ーを用いた測量」については、「土木設計業務等標準積算基準書」によるものとする。 

ＩＣＴ建設機械については、現場条件によって、「土木工事標準積算基準書（共通編）

土工（ＩＣＴ）」に示すＩＣＴ建設機械の規格よりも小さいＩＣＴ建設機械を用いる場

合、施工パッケージ型積算基準によらず、見積りを活用し積算することとする。 

提出された見積書については、当分の間、技術管理課に情報提供するものとする。 
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（４）建設機械の稼働実績の確認（共通）

 当面の間、ＩＣＴ施工現場での施工数量に応じて変更を行うものとし、施工数量は建設

機械（ＩＣＴ建設機械、通常建設機械）の稼働実績を用いて算出するものとする。

受注者は、ＩＣＴ施工に要した建設機械（ＩＣＴ建設機械、通常建設機械）の稼働実績

を「稼働実績報告書」に記入し、稼働状況が確認できる資料（週報や稼働前点検の記録等）

とともに、監督員へ提出するものとする。

なお、ＩＣＴ 施工は実施しているが、ＩＣＴ建設機械稼働率を算出するための根拠資

料が確認できない等、稼働実績が適正と認められない場合は、全施工数量の２５％を土木

工事積算標準基準書の掘削（ＩＣＴ）[ＩＣＴ建設機械使用割合１００％]の施工数量とし

て変更するものとする。 

（５）３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用（共通）

３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び３次元データ納品を行う場

合は、費用の妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が

「土木工事標準積算基準書（共通編）土工（ＩＣＴ）」に基づく補正係数により算出され

る金額を下回る場合は、見積書により算出される積算計上額とする。

  見積りにより算出される金額には、共通仮設費（３次元座標値を面的に取得する機器を

用いた出来形管理及び３次元データ納品に要する費用）と現場管理費（外注経費を含む）

に加え、一般管理費等を含むこととする。また、見積りには、３次元座標値を面的に取得

する機器を用いた出来形管理を行う対象範囲を明記するものとする。

  見積りにより算出される金額を積算計上額として採用する場合は、全ての間接費の対象

外として共通仮設費の技術管理費に積上げ計上するものとする。

  受注者から見積りの提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、

外注経費等の費用は計上しないものとする。

提出された見積書については、当分の間、技術管理課に情報提供するものとする。 

３ 調査等 

発注者がＩＣＴ活用工事の活用効果等に関して調査を実施する場合は、受注者はこれ

に協力するものとする。この場合において、調査の内容、時期等については、その都度、

受注者に別途指示するものとする。 

４ 現場見学会・講習会の実施

ＩＣＴ活用工事の推進を目的として、官民等を対象とした見学会の開催を随時検討す

るものとする。 

５ その他

この要領に定めのない事項については、必要に応じてその都度定める。 
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表－２ 準用する基準等 
番号 基準名称 発行元 参照先 

 測量 

 設計 

1 UAV を用いた公共測量マニュアル（案） 国土地理院 国土地理院 HP：
https://www.gsi.go.jp/KOUKYO
U/index.html 2 地上レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル（案） 等 国土地理院

3 LandXML1.2 に準じた 3 次元設計データ交換標準（案）（同運用ガイドラインを含む） 国土交通省

国土交通省 HP：
https://www.mlit.go.jp/tec/t
ec_fr_000079.html 

 施工 

 管理 

4 ３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案） 国土交通省

国土交通省 HP：ICT の全面的な
活用
https://www.mlit.go.jp/tec/c
onstplan/sosei_constplan_tk_
000051.html 

5 ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領 国土交通省

 監督 

 検査 

6 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 国土交通省

7 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 国土交通省

8 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）

（案）
国土交通省

9 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督検査要領（土工編）（案） 国土交通省

10 ＴＳ（ノンプリ）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 国土交通省

11 TS 等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 国土交通省

12 ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 国土交通省

13 施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 国土交通省

14 ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理監督検査要領 国土交通省

15 ３次元計測技術を用いた出来形計測の監督・検査要領（案） 国土交通省

その他

16 施工履歴データによる土工の出来高算出要領（案） 国土交通省

17 ステレオ写真測量（地上移動体）を用いた土工の出来高算出要領（案） 国土交通省

18 地上写真測量（動画撮影型）を用いた土工の出来高算出要領（案） 国土交通省

19 ＩＣＴ建設機械 精度確認要領(案） 国土交通省

積算 

20 土木工事標準積算基準書 広島市 

広島市 HP：積算基準(建設工事) 
https://www.city.hiroshima.l
g.jp/site/koukyoujigyou/2366
14.html 

21 CIM 推進モデル業務実施要領 広島県 

広島県の調達情報 HP：BIM/CIM
関係資料
https://chotatsu.pref.hirosh
ima.lg.jp/standard/index06.h
tml 

附 則 

この要領は、平成３０年 ５月 １日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年 ８月 １日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年１０月 １日から施行する。 
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（工事名：○○○○工事）

会社名：○○○○  

採用する
技術番号

□ 掘削工

□ 盛土工

□ 路体盛土工

□ 路床盛土工

□ 法面整形工

品質

ＩＣＴ活用工事　・　ＩＣＴ活用工事（簡易型）　計画書【土工】

発注者指定型　・　受注者希望型

　当該工事において活用する技術について、「採用する技術番号」欄に該当施工プロセスの作業内容ごとに採用する場合は○を記
載する。

ＩＣＴ活用工事の詳細については、実施要領によるものとする。

③　３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術

④　３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術

②　地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

③　トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理

（ICT活用工事またはICT活用工事(簡易型)、発注者指定型または受注者希望型、それぞれどちらか該当するものに〇）

⑩　ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工）

適用技術番号・技術名

⑧　その他の３次元計測技術による起工測量
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ICT
建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない。

施工プロセスの段階

 　３次元設計データ作
成

作業内容

 　ＩＣＴ建設機械による
施工

□

①　３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術

②　３次元マシンコントロール（バックホウ）技術

④　トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

⑤　ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理

⑥　無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

⑧　施工履歴データを用いた出来形管理

 　３次元データの納品

①　空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理

 　３次元出来形管理
等の施工管理

⑥　無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

⑦　地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

 　３次元起工測量

①　空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量

②　地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

③　トータルステーション等光波方式を用いた起工測量

④　トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

⑤　ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量

⑦　地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

⑨　その他の３次元計測技術による出来形管理
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

出来形
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（工事名：○○○○工事）

会社名：○○○○  

活用した
技術番号

□ 掘削工

□ 盛土工

□ 路体盛土工

□ 路床盛土工

□ 法面整形工

品質

ＩＣＴ活用工事　・　ＩＣＴ活用工事（簡易型）　実施報告書【土工】

発注者指定型　・　受注者希望型

　当該工事において活用した技術について、「活用した技術番号」欄に該当施工プロセスの作業内容ごとに活用した技術に○を記
載する。

施工プロセスの段階 作業内容 適用技術番号・技術名

（ICT活用工事またはICT活用工事(簡易型)、発注者指定型または受注者希望型、それぞれどちらか該当するものに〇）

 　３次元起工測量

①　空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量

②　地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

③　トータルステーション等光波方式を用いた起工測量

④　トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

⑤　ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量

⑥　無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

⑦　地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

⑧　その他の３次元計測技術による起工測量
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　３次元設計データ作
成

※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ICT
建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない。

⑥　無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

⑦　地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

 　ＩＣＴ建設機械による
施工

①　３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術

②　３次元マシンコントロール（バックホウ）技術

③　３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術

④　３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術

ＩＣＴ活用工事の詳細については、実施要領によるものとする。

⑨　その他の３次元計測技術による出来形管理
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑩　ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工）

 　３次元データの納品

 　３次元出来形管理
等の施工管理

□
出来形

①　空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理

②　地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

③　トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理

④　トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

⑤　ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理

⑧　施工履歴データを用いた出来形管理
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広島市ＩＣＴ活用工事（舗装工）実施要領 

第１ ＩＣＴ活用工事 

１ 目的 

本実施要領は、建設現場における生産性向上を目的として、広島市発注の土工に関連

する土木工事において、ＩＣＴを活用する際に必要な事項を定めるものである。

２ ＩＣＴ活用工事（舗装工） 

２-１ 概要

ＩＣＴ活用工事（舗装工）とは、土工の施工プロセスにおいて、以下の（１）～（５）

のＩＣＴ施工技術を全て活用する工事である。 

また、次の（２）、（４）及び（５）の段階で活用を必須とし、（１）及び（３）の

段階で受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用を選択し、部分的な活用とする工事を

簡易型ＩＣＴ活用工事とする。 

 （１）３次元起工測量

 （２）３次元設計データ作成

 （３）ＩＣＴ建設機械による施工

 （４）３次元出来形管理等の施工管理

 （５）３次元データの納品

２-２ ＩＣＴ施工技術の具体的内容

ＩＣＴ施工技術の具体的内容については、次の（１）～（５）及び表－１によるも

のとする。 

 （１）３次元起工測量

起工測量において、次の方法（複数可）により３次元測量データを取得するために測

量を行うものとする。 

起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事での３次

元納品データが活用できる場合等においては、管理断面及び変化点の計測による測量

が選択できるものとし、この場合においてもＩＣＴ活用工事とする。ただし、受注者

の希望により面計測を実施しない場合、ＩＣＴ活用工事とせず、簡易型ＩＣＴ活用工

事とする。 

   １）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

   ２）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量

   ３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

   ４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

   ５）その他の３次元計測技術を用いた起工測量

 （２）３次元設計データ作成

２－２（１）で計測した測量データと発注者が貸与する発注図データを用いて、３

次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。 
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 （３）ＩＣＴ建設機械による施工

２－２（２）で作成した３次元設計データを用いて、次の建設機械により施工を実

施する。

  ３次元マシンコントロール建設機械

 （４）３次元出来形管理等の施工管理

２－２（３）による工事の施工管理において、以下に示す方法により、出来形管理及

び品質管理を実施する。 

＜出来形管理＞ 

次のいずれかの技術から選択（複数可）して、出来形管理を行うものとする。出来

形管理に当たっては、標準的に面管理を実施するものとするが、施工現場の条件によ

り面的な計測のほか、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもＩＣ

Ｔ活用工事とする。 

   １）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

   ２）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理

   ３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

   ４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

   ５）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理

 （５）３次元データの納品

２－２（４）により確認された３次元施工管理データを工事完成図書として電子納品

を行う。 
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表－１ ＩＣＴ活用工事と適用工種 

段階 技術名 対象作業 建設機械 
適用 監督・検査 

施工管理 
備考 

新設 修繕 

3 次元起工測量 

/ 

3 次元出来形 

管理等 

施工管理 

地上型レーザースキャナーを用いた 

起工測量／出来形管理技術（舗装工） 

測量 

出来形計測 

出来形管理 

－ ○ △ ①、②、⑥ 

トータルステーション等光波方式を用いた 

起工測量／出来形管理技術（舗装工） 

測量 

出来形計測 

出来形管理 

－ ○ △ ①、③ 

トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた 

起工測量／出来形管理技術（舗装工） 

測量 

出来形計測 

出来形管理 

－ ○ △ ①、④ 

地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた 

起工測量／出来形管理技術（舗装工） 

測量 

出来形計測 

出来形管理 

－ ○ △ ①、⑤ 

ICT 建設機械 

による施工 

３次元マシンコントロール技術 

３次元マシンガイダンス技術 

まきだし 

敷均し 

整形 

ＩＣＴ 

建設機械 
○ △ －

【要領一覧】 

①３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 

②地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 

③TS 等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 

④TS（ノンプリ）を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 

⑤地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 

⑥地上レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル（案）－国土地理院 

【凡例】  ○：適用可能、△：一部適用可能、－：適用外 
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３ 対象工種 

ＩＣＴ活用工事の対象工事（発注工種）は、「舗装工事」、「土木一式工事」を原則と

し、舗装面積（路盤）2,000㎡以上の工事（施工箇所が点在する工事においては、１施工

箇所の舗装面積）で、次の種別に該当する工事とする。ただし、従来施工において、舗

装工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は適用

対象外とする。 

・ アスファルト舗装工

・ 半たわみ性舗装工

・ 排水性舗装工

・ 透水性舗装工

・ グースアスファルト舗装工

・ コンクリート舗装工

第２ ＩＣＴ活用工事の実施方法 

１ 発注方式

ＩＣＴ活用工事の発注方式は、発注者が設定した対象工事に対して、受注者からの希望があ

り、「ＩＣＴ活用工事計画書」を提出し、受発注者間の協議が整った工事区域を対象とする。

なお、施工プロセスの「３次元起工測量」及び「ＩＣＴ建設機械による施工」の段階について、

受注者の希望により実施を選択することができ、部分的にＩＣＴ施工技術を活用する工事は、

「簡易型ＩＣＴ活用工事」とする。 

ただし、災害復旧工事は基本的にＩＣＴ活用工事として発注しないこととする。 

発注者が設定した対象工事に適用する。 

２ 発注における特記仕様書等

特記仕様書に当該工事がＩＣＴ活用工事の対象工事である旨を記載する。 

第３ ＩＣＴ活用工事実施の推進のための措置 

１ 工事成績評定における評価

ＩＣＴ活用工事を実施し、「工事における創意工夫等実施状況報告書」及び「ＩＣＴ

活用工事実施報告書」の提出があった場合は、工事成績評定の監督員の考査項目である

「創意工夫」において加点評価するものとする。 

第４ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

受注者が円滑にＩＣＴ活用施工を導入し、ＩＣＴ活用技術を活用できる環境整備とし

て、次のとおり実施するものとする。 

１ 施工管理、監督・検査の対応

ＩＣＴ活用施工を実施するに当たって、施工管理、監督・検査については、表－２に

示す基準等に則り、実施するものとする。 

なお、工事着手前に基準類の改訂及び新たに基準類が定められた場合は、監督員と協
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議の上、極力、最新の基準類に基づき実施するものとする。 

監督員及び検査員は、受注者に従来手法との二重管理を求めないものとする。 

２ 工事費等の積算 

 （１）受注者希望型 

   発注者は、「土木工事標準積算基準書（河川編・道路編）路盤工」に基づき従来どお

りの積算を行い、発注する。

受発注者の協議によりＩＣＴ活用工事を実施し、設計変更により費用を計上すること

となった場合は、「土木工事標準積算基準書（河川編・道路編）路盤工（ＩＣＴ）」に

基づく積算により設計変更する。

３次元起工測量及び３次元設計データ作成については、受注者に３次元起工測量及び

３次元設計データ作成に係る費用について見積書の提出を求め、その内容を確認の上、

３次元起工測量及び３次元設計データ作成を指示し、設計変更において、共通仮設費の

技術管理費に計上するものとする。ただし、「地上型レーザースキャナーを用いた測量」

については、「土木設計業務等標準積算基準書」によるものとする。

提出された見積書については、当分の間、技術管理課に情報提供するものとする。

【受注者希望型】 当初積算 設計変更 

（実施内容に応じて変更） 

(1)３次元起工測量 

(2)３次元設計データ

作成 

計上しない。 

(従来型の積算) 

見積りにより、共通仮設費の技術管理費に

計上する。 

(3)ＩＣＴ建設機械

による施工 

計上しない。 

(従来型の積算) 

直接工事費に計上する。 

（機械経費賃料加算額） 

共通仮設費の技術管理費に計上する。 

（保守点検費、システム初期費） 

(4)３次元出来形管

理等の施工管理 

(5)３次元データの

納品 

計上しない。 

(従来型の積算) 

「土木工事標準積算基準書（共通編）路盤

工（ＩＣＴ）」に基づく補正係数により算

出される金額と見積りを比較し、見積りに

より算出される金額が下回る場合は、見積

りによる積上げに変更する。 

 （２）３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用

  ３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び３次元データ納品を行う場

合は、費用の妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が

「土木工事標準積算基準書（河川編・道路編）路盤工（ＩＣＴ）」に基づく補正係数によ

り算出される金額を下回る場合は、見積書により算出される積算計上額とする。

  見積りにより算出される金額には、共通仮設費（３次元座標値を面的に取得する機器を
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用いた出来形管理及び３次元データ納品に要する費用）と現場管理費（外注経費を含む）

に加え、一般管理費等を含むこととする。また、見積りには、３次元座標値を面的に取得

する機器を用いた出来形管理を行う対象範囲を明記するものとする。

  見積りにより算出される金額を積算計上額として採用する場合は、全ての間接費の対象

外として共通仮設費の技術管理費に積上げ計上するものとする。

  受注者から見積りの提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、

外注経費等の費用は計上しないものとする。 

  提出された見積書については、当分の間、技術管理課に情報提供するものとする。

３ 調査等

発注者がＩＣＴ活用工事の活用効果等に関して調査を実施する場合は、受注者はこれ

に協力するものとする。この場合において、調査の内容、時期等については、その都度、

受注者に別途指示するものとする。 

４ 現場見学会・講習会の実施

ＩＣＴ活用工事の推進を目的として、官民等を対象とした見学会の開催を随時検討す

るものとする。 

５ その他

この要領に定めのない事項については、必要に応じてその都度定める。 

表－２ 準用する基準等 
番号 基準名称 発行元 参照先 

 測量 

 設計 

1 地上レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル（案） 等 国土地理院

国土地理院 HP：
https://www.gsi.go.jp/KOUKYO
U/index.html 

2 LandXML1.2 に準じた 3 次元設計データ交換標準（案）（同運用ガイドラインを含む） 国土交通省

国土交通省 HP：
https://www.mlit.go.jp/tec/t
ec_fr_000079.html 

 施工 

 管理 
3 ３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案） 国土交通省

国土交通省 HP：ICT の全面的な
活用
https://www.mlit.go.jp/tec/c
onstplan/sosei_constplan_tk_
000051.html 

 監督 

 検査 

4 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 国土交通省

5 TS 等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 国土交通省

6 ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 国土交通省

7 
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）

（案） 国土交通省

その他 8 ＩＣＴ建設機械 精度確認要領(案） 国土交通省

積算 20 土木工事標準積算基準書 広島市 

広島市 HP：積算基準(建設工事) 
https://www.city.hiroshima.l
g.jp/site/koukyoujigyou/2366
14.html 

附 則 

この要領は、令和２年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年１０月 １日から施行する。  
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（工事名：○○○○工事）

ＩＣＴ活用工事・簡易型ＩＣＴ活用工事　計画書【舗装工】
（どちらか該当するものに〇）

会社名：○○○○  

採用する
技術番号

□ 下層路盤

□ 上層路盤

　当該工事において活用する技術について、「採用する技術番号」欄に該当施工プロセスの作業内容ごとに採用する場合は○を記
載する。

施工プロセスの段階 作業内容 適用技術番号・技術名

⑤　その他の３次元計測技術による起工測量
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①　地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

②　トータルステーションを用いた起工測量

③　トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

④　地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

 　３次元起工測量

 　３次元設計データ作
成

※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ICT
建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない。

 　ＩＣＴ建設機械による
施工

⑤　その他の３次元計測技術による出来形管理
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①　３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術

②　３次元マシンコントロール（モーターグレーダ）技術

①　地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

②　トータルステーションを用いた出来形管理

③　トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

④　地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

出来形□
 　３次元出来形管理
等の施工管理

 　３次元データの納品

注1) ＩＣＴ活用工事の詳細については、実施要領によるものとする。
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（工事名：○○○○工事）

ＩＣＴ活用工事・簡易型ＩＣＴ活用工事　実施報告書【舗装工】
（どちらか該当するものに〇）

会社名：○○○○  

活用した
技術番号

□ 下層路盤

□ 上層路盤

　当該工事において活用した技術について、「活用した技術番号」欄に該当施工プロセスの作業内容ごとに活用した技術に○を記
載する。

施工プロセスの段階 作業内容 適用技術番号・技術名

 　３次元起工測量

①　地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

②　トータルステーションを用いた起工測量

③　トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

④　地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

⑤　その他の３次元計測技術による起工測量
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　３次元設計データ作
成

※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ICT
建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない。

 　ＩＣＴ建設機械による
施工

①　３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術

②　３次元マシンコントロール（モーターグレーダ）技術

 　３次元出来形管理
等の施工管理

□ 出来形

①　地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

②　トータルステーションを用いた出来形管理

③　トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

④　地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

⑤　その他の３次元計測技術による出来形管理
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　３次元データの納品

注1) ＩＣＴ活用工事の詳細については、実施要領によるものとする。
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広島市ＩＣＴ活用工事（法面工）実施要領 

第１ ＩＣＴ活用工事 

１ 目的 

本実施要領は、建設現場における生産性向上を目的として、広島市発注の法面工に関

連する土木工事において、ＩＣＴを活用する際に必要な事項を定めるものである。

２ ＩＣＴ活用工事（法面工） 

２-１ 概要

ＩＣＴ活用工事（法面工）とは、法面工の施工プロセスにおいて、以下の（１）、

（４）及び（５）の全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用する工事である。 

また、次の（４）及び（５）の段階で活用を必須とし、（１）の段階で受注者の希望

によりＩＣＴ施工技術の活用を選択し、部分的な活用とする工事を簡易型ＩＣＴ活用工

事とする。 

 （１）３次元起工測量

 （２）該当なし

 （３）該当なし

 （４）３次元出来形管理等の施工管理

 （５）３次元データの納品

２-２ ＩＣＴ施工技術の具体的内容

ＩＣＴ施工技術の具体的内容については、次の（１）～（５）及び表－１によるも

のとする。 

 （１）３次元起工測量

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～８）から選択（複

数以上可）して測量を行うものとする。 

起工測量に当たっては、施工現場の環境条件により、面的な計測のほか、管理断面

及び変化点の計測による測量を選択してもＩＣＴ活用工事とする。 

また、法面工の関連施工としてＩＣＴ土工が行われる場合、その起工測量データ及

び施工用データを活用することができるものとし、ＩＣＴ活用工事とする。 

   １）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量

   ２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

   ３）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量

   ４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

   ５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量

   ６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

   ７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

   ８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量

 （２）３次元設計データ作成

法面工においては該当無し 
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 （３）ＩＣＴ建設機械による施工

法面工においては該当無し 

 （４）３次元出来形管理等の施工管理

法面工の施工管理において、下記に示す方法により出来形管理を実施する。 

ア 出来形管理 

下記１）～８）の技術から選択（複数以上可）して、出来形計測を行うものとす

る。 

   １）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理

   ２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

   ３）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理

   ４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

   ５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理

   ６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

   ７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

   ８）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理

     なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により１）～７）のＩＣ

Ｔを用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行うこと

が必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、施工段階における出来形

計測結果が分かる写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形

管理を行っても良いものとし、その場合は、監督員等と協議するものとする。

イ 出来形管理基準及び規格値 

  出来形管理基準及び規格値については、現行の基準及び規格値を用いる。厚さ

管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、上記アで定める計測技術を用い、

下記（ア）の出来形管理要領（案）によるものとする。 

 （ア）３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案） 

ウ 出来形管理図 

現行の出来形管理図、出来高整理資料を作成する。また、出来形の３次元計測

結果が計測（管理）すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の３

次元設計データあるいは平面図を提出することとする。 

 （５）３次元データの納品

２－２（４）による３次元施工管理データを工事完成図書として電子納品する。 
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表－１ ＩＣＴ施工工事と適用工種 

段階 技術名 対象作業 建設機械 
適用 監督・検査 

施工管理 
備考 

新設 修繕 

3 次元起工測量 

/ 

3 次元出来形 

管理等 

施工管理 

空中写真測量（無人航空機）を用いた 

起工測量／出来形計測技術（土工） 

測量 

出来形計測 
－ ○ ○ 

①、③、⑪、 

⑫、⑬ 

地上型レーザースキャナーを用いた 

起工測量／出来形計測技術（土工） 

測量 

出来形計測 
－ ○ ○ ①、④、⑭ 

トータルステーション等光波方式を用いた 

起工測量／出来形計測技術（土工） 

測量 

出来形計測 
－ ○ ○ ①、⑥ 

トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた 

起工測量／出来形計測技術（土工） 

測量 

出来形計測 
－ ○ ○ ①、⑦ 

RTK-GNSSを用いた起工測量／ 

出来形計測技術（土工） 

測量 

出来形計測 
－ ○ ○ ①、⑧ 

無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた 

起工測量／出来形計測（土工） 

測量 

出来形計測 
－ ○ ○ ①、⑨ 

地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた 

起工測量／出来形計測（土工） 

測量 

出来形計測 
－ ○ ○ ①、⑩ 

３次元計測技術を用いた出来形計測 出来形計測 － ○ ○ ②、⑤ 

【要領一覧】 

①３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 

②３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）法面工編 

③空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 

④地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 

⑤３次元計測技術を用いた出来形計測の監督・検査要領（案） 

⑥トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 

⑦トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 

⑧RTK-GNSS を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 

⑨地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 

⑩無人飛行機の飛行に関する許可・承認の審査要領 

⑪公共測量における UAV の使用に関する安全基準－国土地理院 

⑫UAV を用いた公共測量マニュアル（案）－国土地理院 

⑬地上レーザースキャナーを用いた公共測量マニュアル（案）－国土地理院 

⑭モバイル端末を用いた３次元計測技術（多点計測技術） 

【凡例】  ○：適用可能、－：適用外 
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３ ＩＣＴ活用工事の対象工種 

  ＩＣＴ活用工事の対象工事（発注工種）は、「土木一式工事」及び「とび・土工・コンクリ

ート工事」を原則とし、次の種別に該当する工事とする。ただし、従来施工において、土木

工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は適用対象外とする。 

  なお、ＩＣＴ活用工事（法面工）の対象規模は規定しない。 

  ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種とする。 

    植生工：      （種子散布）

               （張芝）

               （筋芝）

               （市松芝）

               （植生シート）

               （植生マット）

               （植生筋）

               （人工張芝）

               （植生穴）

               （植生基材吹付）

               （客土吹付）

     吹付（法面吹付）工：（コンクリート吹付）

               （モルタル吹付）

     法枠工：      （現場打法枠）

     吹付枠工：     （現場吹付法枠（コンクリート・モルタル））

     落石雪害防止工：  （落石防止網、落石防護柵）

第２ ＩＣＴ活用工事の実施方法 

１ 発注方式 

（１）受注者希望型

ＩＣＴ活用工事の発注方式は、発注者が設定した対象工事に対して、受注者からの希望が

あり、「ＩＣＴ活用工事計画書」を提出し、受発注者間の協議が整った工事区域を対象とす

る。なお、施工プロセスの「３次元起工測量」の段階について、受注者の希望により実施を

選択することができ、部分的にＩＣＴ施工技術を活用する工事は、「簡易型ＩＣＴ活用工事」

とする。 

ただし、災害復旧工事は基本的にＩＣＴ活用工事として発注しないこととする。 

２ 発注における特記仕様書等

特記仕様書に当該工事がＩＣＴ活用工事の対象工事である旨を記載する。 

第３ ＩＣＴ活用工事実施の推進のための措置 

１ 工事成績評定における評価 

ＩＣＴ活用工事を実施し、「工事における創意工夫等実施状況報告書」及び「ＩＣＴ活
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用工事実施報告書」の提出があった場合は、工事成績評定の監督員の考査項目である「創

意工夫」において加点評価するものとする。 

第４ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

受注者が円滑にＩＣＴ活用施工を導入し、ＩＣＴ活用技術を活用できる環境整備とし

て、次のとおり実施するものとする。 

１ 施工管理、監督・検査の対応

ＩＣＴ活用施工を実施するに当たって、施工管理、監督・検査については、表－１に

示す基準等に則り、実施するものとする。 

なお、工事着手前に基準類の改訂及び新たに基準類が定められた場合は、監督員と協

議の上、極力、最新の基準類に基づき実施するものとする。 

監督員及び検査員は、受注者に従来手法との二重管理を求めないものとする。 

２ 工事費等の積算 

（１）受注者希望型

発注者は、「土木工事標準積算基準書（共通編）」に基づき従来どおりの積算を行い、

発注する。

受発注者の協議によりＩＣＴ活用工事を実施し、設計変更により費用を計上すること

となった場合は、「ＩＣＴ活用工事（法面工）積算要領国土交通省」に基づく積算によ

り設計変更する。

【受注者希望型】 当初積算 設計変更 

（実施内容に応じて変更） 

(1)３次元起工測量 計上しない。 

(従来型の積算) 

土木設計業務等標準積算基準書又は見積

りを基に、共通仮設費の技術管理費に積

上げにより計上する。 

(2)３次元設計データ作成 

(3)ＩＣＴ建設機械による

施工 

(4)３次元出来形管理等の

施工管理 

(5)３次元データの納品 

計上しない。 

(従来型の積算) 

「ＩＣＴ活用工事（法面工）積算要領

国土交通省」に基づく補正係数により算

出される金額と見積りを比較し、見積り

により算出される金額が下回る場合は、

見積りによる積上げに変更する。 

（２）３次元起工測量の費用（共通）

 ３次元起工測量については、受注者に３次元座標値を面的に取得する機器を用いた３

次元起工測量に係る費用について見積書の提出を求め、その内容を確認の上、３次元起

工測量を指示し、設計変更において、共通仮設費の技術管理費に計上するものとする。 

 ただし、「空中写真測量（無人航空機）」及び「地上型レーザースキャナーを用いた
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測量」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた測量」については、「土木設

計業務等標準積算基準書」によるものとする。 

提出された見積書については、当分の間、技術管理課に情報提供するものとする。 

（３）３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用（共通）

ア ３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び３次元データ納品を行

う場合は、費用の妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される

金額が「ＩＣＴ活用工事（法面工）積算要領国土交通省」に基づき算出される金額を

下回る場合は、見積りにより算出される金額を積算計上額とする。

 イ 見積りにより算出される金額には、共通仮設費（３次元座標値を面的に取得する機

器を用いた出来形管理及び３次元データ納品に要する費用）と現場管理費（外注経費

を含む）に加え、一般管理費等を含むこととする。また、見積りには、３次元座標値

を面的に取得する機器を用いた出来形管理を行う対象範囲を明記するものとする。

 ウ 見積りにより算出される金額を積算計上額として採用する場合は、全ての間接費の

対象外として共通仮設費の技術管理費に積上げ計上するものとする。

 エ 受注者から見積りの提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元データ納品の費

用、外注経費等の費用は計上しないものとする。

提出された見積書については、当分の間、技術管理課に情報提供するものとする。 

３ 調査等 

発注者がＩＣＴ活用工事の活用効果等に関して調査を実施する場合は、受注者はこれ

に協力するものとする。この場合において、調査の内容、時期等については、その都度、

受注者に別途指示するものとする。 

４ 現場見学会・講習会の実施

ＩＣＴ活用工事の推進を目的として、官民等を対象とした見学会の開催を随時検討す

るものとする。 

５ その他

この要領に定めのない事項については、必要に応じてその都度定める。 

附 則 

この要領は、令和７年 ４月 １日から施行する。 
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（工事名：○○○○工事）

（どちらか該当するものに〇）

会社名：○○○○  

採用する
技術番号

ＩＣＴ活用工事　・　ＩＣＴ活用工事（簡易型）　計画書【法面工】

　当該工事において活用する技術について、「採用する技術番号」欄に該当施工プロセスの作業内容ごとに採用する場合は○を記

載する。

施工プロセスの段階 作業内容 適用技術番号・技術名

 　３次元設計データ作

成

 　３次元起工測量

①　空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量

②　地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

③　トータルステーション等光波方式を用いた起工測量

④　トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

⑤　ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量

⑥　無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

⑦　地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

⑧　その他の３次元計測技術による起工測量
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　 　ＩＣＴ建設機械によ

　　る施工

⑧　その他の３次元計測技術による出来形管理

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　３次元データの納品

ＩＣＴ活用工事の詳細については、実施要領によるものとする。

 　３次元出来形管理
等の施工管理

□ 出来形

①　空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理

②　地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

③　トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理

④　トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

⑤　ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理

⑥　無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

⑦　地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
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（工事名：○○○○工事）

（どちらか該当するものに〇）

会社名：○○○○  

活用した
技術番号

ＩＣＴ活用工事　・　ＩＣＴ活用工事（簡易型）　実施報告書【法面工】

　当該工事において活用した技術について、「活用した技術番号」欄に該当施工プロセスの作業内容ごとに活用した技術に○を記
載する。

施工プロセスの段階 作業内容 適用技術番号・技術名

 　３次元設計データ作
成

 　３次元起工測量

①　空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量

②　地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

③　トータルステーション等光波方式を用いた起工測量

④　トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

⑤　ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量

⑥　無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

⑦　地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

⑧　その他の３次元計測技術による起工測量
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　 　ＩＣＴ建設機械によ
　　る施工

⑧　その他の３次元計測技術による出来形管理
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　３次元データの納品

ＩＣＴ活用工事の詳細については、実施要領によるものとする。

 　３次元出来形管理
等の施工管理

□ 出来形

①　空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理

②　地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

③　トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理

④　トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

⑤　ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理

⑥　無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

⑦　地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理


